
山田配水管布設工事特記仕様書 

 

 

契約条件として指定する事項は、次のとおり。 

 

１．工事工程 

 工期の設定にあたり、工事の終期前１４日間は、変更設計、変更契約および

完成図書作成に要する期間を計上しているので、終期の少なくとも１４日前ま

でに完了する工程を計画すること。 

 

２．断水・充水・通水試験等の監督員作業や立会 

 実施日の３営業日前までに書面（工事打合せ簿等）による通知をすること。

なお、電子メールおよびＦＡＸでの提出も可とするが、その旨を必ず監督員へ

連絡すること。 

 

３．書類の提出日の記入 

 提出日の欄がある書類は、提出する日を印字して提出すること(手書きは不

可)。 

 

４．完成図書 

 完成図書に必要な図面・写真・書類の種類は、着工前に共通仕様書等で確認

し作成すること。完成図書の提出にあたっては、監督員の事前確認（約１週間

必要）を受け、契約工期までに提出すること。 

 

５．夜間工事 

本工事は夜間工事とする。交通誘導には電光掲示板など使用し、安全な施工

に努めること。 

 

６．土留工 

 掘削の深さが 1.5ｍを超える箇所は、土留工を施すこと。 

 

７．舗装本復旧 

 一部の歩道に透水性舗装あり。確認のうえ、施工すること。 


